
iBow e-Campus 訪問看護 法定研修編 利⽤規約 

 

この利⽤規約（以下「本規約」と⾔います。）には、本サービスの
提供条件および株式会社 eWeLL（以下「当社」と⾔います。）
とお客様との間の権利義務関係が定められています。本規約は、
お客様と当社との間で締結される利⽤契約と⼀体となるものであ
るため、本サービスの利⽤に際しては、本規約の全⽂をお読み頂
いた上で、本規約に同意して頂く必要があります。 
 

第 1 章総則 

第１条（定義） 

本規約において使⽤する⽤語の定義は、次の各号に定める
通りとします。 

(1)「当社」とは、株式会社 eWeLL を⾔います。 
(2)「本規約」とは、iBow e-Campus 訪問看護 法定研

修編利⽤規約を⾔います。 
(3)「本サービス」とは、当社が運営する 

「iBow e-Campus 訪問看護 法定研修編」サービス
を⾔います。 

(4)「利⽤契約」とは、当社との間で締結される本サービスの
提供に関する契約を⾔います。 

(5)「契約者」とは、当社との間で利⽤契約を結び、本サー
ビスを利⽤する者を⾔います。 

(6)「利⽤希望者」とは、本サービスを利⽤することを希望す
る者を⾔います。 

(7)「ユーザーID」とは、本サービスを利⽤するために必要とな
る ID を⾔います。 

(8)「パスワード」とは、本サービスを利⽤するために必要とな
るパスワードを⾔います。 

(9) 「iBow ユーザー」とは、当社が本サービスとは別にサービ
ス提供している「iBow」を利⽤している契約者を⾔いま
す。 

(10) 「知的財産権等」とは、特許権、実⽤新案権、意匠
権、商標権、著作権、不正競争防⽌法上の権利、そ
の他⼀切の財産的もしくは⼈格的権利を⾔います。 

(11) 「利⽤環境」とは、ハードウェア、ソフトウェア、インター
ネット接続回線、セキュリティの確保等、本サービスの
利⽤に必要な環境を⾔います。 

(12)「⼊⼒情報」とは、契約者が本サービスを利⽤して⼊
⼒したテキスト、イラスト、画像、動画その他当社所
定の情報（これを元に本サービス上で⾃動⽣成され
た情報や処理結果も含む）を⾔います。 

 

第 2 条（適⽤範囲） 

本規約は、本サービスの提供条件および本サービスの利⽤
に関する当社と契約者との間の権利義務関係を定めること
を⽬的とし、契約者と当社との本サービスの利⽤に関する⼀
切の関係に適⽤されます。 

２．当社は本規約とは別に、利⽤ルール、ガイドライン、ポリシー
等その他の規約等を定める場合があります。これらは、本規
約の⼀部を構成するものとしますが、本規約との間でその説
明が異なるときは、当該部分に関しては、本規約の規定が
優先して適⽤されるものとします。 

 

第 3 条（通知および連絡） 

当社から契約者への通知は、電⼦メール、書⾯または当社
のホームページに掲載するなど当社が適当と判断する⽅法
により⾏います。 

２．前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電⼦メー
ルの送信、または当社のホームページへの掲載の⽅法により
⾏う場合、契約者に対する当該通知は、それぞれ電⼦メー
ルの送信、またはホームページへの掲載がなされた時点から
効⼒を⽣じるものとします。 

３．契約者から当社への連絡は、特段の定めがない限り、当社
所定の問合せフォームから⾏うものとします。当社は、上記⽅
法以外からの問合せについては、対応する義務を負わないも
のとします。 

 

第 4 条（本規約の変更） 

当社は、以下の場合に、当社の裁量により、本規約を変更
することができます。 

 
(1)本規約の変更が、契約者の⼀般の利益に適合するとき 
(2)本規約の変更が、本契約をした⽬的に反せず、かつ、
変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容
その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである
とき 

２．当社は、前項による本規約の変更にあたり、変更後の本規
約の効⼒発⽣⽇の１ヵ⽉前までに、本規約を変更する旨お
よび変更後の本規約の内容とその効⼒発⽣⽇を契約者に
通知します。 



３．変更後の本規約の効⼒発⽣⽇以降に契約者が本サービス
を利⽤した場合、契約者は、本規約の変更に同意したもの
とみなします。 

 

第 5 条（本サービスの範囲） 

⽇本国内の契約者に対してのみ本サービスを提供します。 

 

第 2 章契約の締結等 

 

第 6 条（契約期間） 

本サービスの契約期間および利⽤期間は、利⽤希望者から
の所定の⼿続きによる申込み後、当社が定める⽅法により、
アカウントを通知した⽇の属する⽉から 1年間とします。 

２．前項に定める利⽤期間満了⽉の前⽉ 25⽇までに、当社
が定める⽅法により、解約の申⼊れがなされないときは、本
契約は、前項に定める利⽤期間末⽇の翌⽉１⽇より１年
間を利⽤期間として⾃動的に延⻑されるものとし、以後も同
様とします。 

 

第 7 条（料⾦について） 

本サービスの利⽤料⾦は、事業所単位で⽣じるものとし、１
事業所あたり年額 180,000円とします。 

２．契約者から⽀払われた本サービスの料⾦はいかなる理由でも
返還しないものとします。 

 

第 8 条（利⽤料⾦の⽀払義務） 

申込者は、原則として、利⽤開始⽇の属する⽉の翌⽉末ま
でに前条に定める利⽤料⾦に消費税相当額を加えた⾦額
を⽀払うものとします。 

２．前項にかかわらず、当社が発⾏する請求書に前項に定める
⽇以外の⽀払期⽇が記載されている場合は、当該請求書
に記載の⽇付を⽀払期限とします。 

３．第 22 条（⼀時的な中断および提供停⽌）に定める本サ
ービスの提供の中断、停⽌その他の事由により本サービスを
利⽤することができない状態が⽣じたときであっても、当社に

故意または重⼤な過失がない限り、契約者は、契約期間中
の利⽤料⾦およびこれにかかる消費税等の⽀払を要します。 

 

第 9 条（利⽤料⾦の⽀払⽅法） 

iBow ユーザーは、本サービスの利⽤料⾦およびこれにかか
る消費税等を当社が指定する集⾦代⾏業者を通じて当社
が指定する期⽇までに、iBow ユーザーが指定する預⾦⼝
座から⾃動引き落しにより⽀払うものとします。 

２．iBow ユーザーは、前項による⽀払いが不可能な場合、当
社が定める⽀払⽅法により⽀払うものとします。 

３．iBow ユーザー以外の契約者は、当社が指定する期⽇まで
に、当社の指定する⼝座に振り込みにより⽀払うものとしま
す。振込⼿数料は契約者の負担とします。 

 

第 10 条（遅延利息） 

契約者が本サービスの利⽤料⾦その他の利⽤契約等に基
づく債務を所定の⽀払期⽇が過ぎてもなお履⾏しない場
合、契約者は所定の⽀払期⽇の翌⽇から⽀払⽇の前⽇ま
での⽇数に年 18.25％の利率で計算した⾦額を遅延損害
⾦として、本サービス料⾦その他の債務と⼀括して当社が指
定する期⽇までに当社に⽀払うものとします。 

２．前項の⽀払に必要な振込⼿数料その他の費⽤は、契約者
の負担とします。 

 

第 11 条（当社からの利⽤契約の解約） 

当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断し
た場合、契約者への事前の通知もしくは催告を要することな
く利⽤契約の全部もしくは⼀部を解除することができるものと
します。なお、当社は上記判断に関する理由を開⽰する義
務は負いません。 

(1)利⽤申込書、変更届出書その他通知内容等に虚偽の
記載があった場合 
(2)⽀払停⽌または⽀払不能となった場合 
(3)⾃ら振り出した⼿形または⼩切⼿が不渡りとなった場合 
(4)差押え、仮差押え、競売の申⽴があったときまたは公租
公課の滞納処分を受けた場合 



(5)破産⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、特別精算⼿続
開始もしくは⺠事再⽣⼿続開始の申⽴があったときまた
は信⽤状態に重⼤な不安が⽣じた場合 

(6)監督官庁から営業許可の取消、停⽌等の処分を受け
た場合 

(7)利⽤契約に違反し、当社が是正を催告した後合理的
な期間内に是正されない場合 

(8)解散、減資、営業の全部または重要な⼀部の譲渡等
の決議をした場合 

(9)反社会的勢⼒を利⽤もしくは⾦銭を提供するなど公序
良俗に反する⾏為を⾏ったとき 

(10)利⽤契約を履⾏することが困難となる事由が⽣じた場
合 

(11)その他、当社が本サービスの利⽤を適当でないと判断し
た場合 

２．契約者が、前項により利⽤契約の解約となったとしても、当
社は、中途解約⽇以降契約期間満了⽇までの残余の期
間に対応する利⽤料⾦に相当する額およびその消費税相
当額を返還することはできません。 

３．当社は、本条に基づき当社が⾏った⾏為により契約者に⽣
じた損害について、⼀切の責任を負いません。 

 

第３章契約者の義務等 

第 12 条（本サービスの種類と内容等） 

契約者は、利⽤契約の有効期間内に限り、利⽤契約で認
められた範囲で当社の定める⽅法に従い、本サービスを利
⽤することができます。 

２．契約者は、その商号もしくは名称、本店所在地もしくは住
所、連絡先その他利⽤申込書の契約者に関する事項に変
更があるときは、遅滞なく当社所定の届出⼿続きを⾏うもの
とします。なお契約者が変更⼿続きを怠ったことによって、当
該契約者が損害を被ったとしても、当社は⼀切の責任を負
わないものとします。 

３．契約者は、⾃らの責任と費⽤において、利⽤環境を整備し
ます。 

４．契約者は、以下の事項を了承の上、本サービスを利⽤する
ものとします。 

(1)第 20 条（免責）第 1項各号に掲げる場合を含め、
本サービスに当社に起因しない不具合が⽣じる場合が
あること 

(2)当社に起因しない本サービスの不具合については、当社
は⼀切その責を免れること 

(3)本サービスに関連して送信される電⼦メール、ウェブコン
テンツ等にコンピュータウィルス等の有害なものが含まれて
いないことを当社は保証していないこと 

(4)本サービスに関連する情報について、正確性、最新性、
安全性、有⽤性、⽬的適合性、合法性、真実性等い
かなる事項についても当社は保証していないこと 

(5)本サービスが第三者の知的財産権等の侵害等について
保証していないこと 

 

第 13 条（禁⽌⾏為） 

契約者は、本サービスの利⽤に関して、以下の⾏為を⾏わ
ないものとします。 

(1)当社もしくは第三者の知的財産権等、プライバシー権、
名誉権、信⽤、肖像権、その他⼀切の権利または利益
を侵害する⾏為、または侵害するおそれのある⾏為 

(2)利⽤契約等に違反して、第三者に本サービスを利⽤さ
せる⾏為 

(3)同⼀法⼈が運営する事業所であっても、異なる事業所
に本サービスを利⽤させる⾏為 

(4)法令もしくは公序良俗に違反する、または当社もしくは
第三者に不利益を与える⾏為 

(5)他の契約者または第三者になりすまして本サービスを利
⽤する⾏為 

(6)本サービスの運営・維持を妨げる⾏為 
(7)本サービスのネットワークまたはシステム等に過度の負担

をかける⾏為 
(8)本サービスのネットワークに不正にアクセスする⾏為 
(9)本サービスに対して、リバースエンジニアリング他、本サー

ビスを解析しようと試みる⾏為 
(10) 犯罪に関連する⾏為 
(11) 所属する業界団体の内部規則に違反する⾏為 
(12) 当社が事前に承諾しない形での宣伝、広告、勧誘ま

たは営業をする⾏為 
(13) 他の契約者の情報を収集する⾏為 
(14) 当社が本サービスの運営において、必要な範囲で複
製、改変、送信その他の⾏為を⾏うことが他の契約者ま
たは第三者の知的財産権等、プライバシー、名誉、信



⽤、肖像、その他⼀切の権利または利益の侵害に該当
することとなる情報を当社に送信する⾏為 

(15) 本サービスにより利⽤しうる情報を改ざんする⾏為 
(16)前各号の⾏為を直接または間接に惹起しまたは容易に

する⾏為 
(17)その他、当社が不適切と判断する⾏為 

 

２．当社は、本サービスの利⽤に関して、契約者の⾏為が前項
各号のいずれかに該当するものであることまたは契約者の⼊
⼒した情報が前項各号のいずれかの⾏為に関連する情報で
あることを知った場合、事前に契約者に通知することなく、本
サービスの全部または⼀部の提供を⼀時停⽌し、または前項
各号に該当する⾏為に関連する情報を削除することができる
ものとします。ただし、当社は、契約者の⾏為または契約者が
⼊⼒する（契約者の利⽤とみなされる場合も含む）情報
（データ、コンテンツを含む）を監視する義務を負うものでは
ありません。 

 

第 14 条（バックアップ） 
契約者は、本サービスにおいて⼊⼒するデータ等については、
⾃らの責任と費⽤で同⼀のデータ等をバックアップとして保存
しておくものとし、当社はかかるデータ等の保管、保存、バック
アップ等に関して、⼀切の責任を負わないものとします。 
 

２．当社は、本サービスにおいてサーバ設備の故障または停⽌等
の復旧対応、本サービスの維持運営のため、本サービスの利
⽤により契約者がサーバに格納したデータをバックアップするこ
とがあります。 

 

第４章秘密情報等の取り扱い 

第 15 条（秘密情報等） 
 

契約者は、利⽤契約に関連して当社が契約者に対して秘
密に扱うことを指定して開⽰した情報について、当社の事前
の書⾯による承諾がある場合を除き、開⽰⽬的以外に利
⽤せず、また、第三者に開⽰しないものとします。 
 

２．本条の規定は、利⽤契約の終了後も有効に存続するものと
します。 

 

第 16 条（個⼈情報の取り扱い） 

当社は、利⽤契約に関連して取得した個⼈情報について
は、当社が別途定める個⼈情報保護⽅針に基づき、適切
に管理するものとします。 

 

第 17 条（⼊⼒情報） 

契約者は、⼊⼒情報について、当社および他の契約者また
は第三者の権利を侵害するものではないことを保証します。 

２．当社は、以下のいずれかに該当しまたは該当すると当社が判
断した場合は、事前に通知することなく⼊⼒情報の全部また
は⼀部を閲覧、保存、復元し、または第三者へ開⽰すること
（以下「閲覧等」と⾔います。）があります。なお、当社は上
記判断に関する理由を開⽰する義務は負いません。 

(1)契約者の同意を得たとき 
(2)当社が閲覧等の同意を求める連絡を契約者に⾏ってか

ら 7⽇以内に契約者からの回答がなかったとき 
(3)裁判所、警察等の公的機関から法令に基づく正式な要
請を受けたとき 

(4)法律に従い閲覧等の義務を負うとき 
(5)契約者が本規約所定の禁⽌⾏為を⾏ったとき 
(6)契約者または第三者の⽣命・⾝体・その他重要な権利

を保護するために必要なとき 
(7)本サービスのメンテナンスや技術的不具合解消のために

必要があるとき 
(8)その他上記各号に準じる必要性があるとき 

３．当社は、以下のいずれかに該当しまたは該当すると当社が判
断した場合は、事前に通知することなく⼊⼒情報の全部また
は⼀部を削除し、または公開・掲載を⼀時停⽌すること（以
下「削除等」と⾔います。）ができます。当社は、削除された
⼊⼒情報について、当該情報の復旧を含めて、⼀切の責任
を負わず、また上記判断に関する理由を開⽰する義務は負
いません。 

(1)契約者の同意を得たとき 
(2)当社が削除等の同意を求める連絡を契約者に⾏ってか 

ら 7⽇以内に契約者からの回答がなかったとき 
(3)裁判所、警察等の公的機関から法令に基づく正式な要
請を受けたとき 

(4)法律に従い削除等の義務を負うとき 
(5)契約者が本規約所定の禁⽌⾏為を⾏ったとき 



(6)契約者または第三者の⽣命・⾝体・その他重要な権利
を保護するために必要なとき 

(7)その理由を問わず、利⽤契約が終了したとき 
(8)本サービスが変更、中断、終了したとき 
(9)その他上記各号に準じる必要性があるとき 

４．本条第 2項および前項に拘らず、当社は⼊⼒情報を監視
する義務は負いません。 

 

第 18 条（登録情報の抹消） 

第６条２項に基づく契約更新や第６条３項に基づく同⼀
条件での再契約が⾏われなかった場合は、前条第３項に基
づき、データ等は抹消されます。 

 

第 19 条（データの権利） 

当社は、本サービスに関して保守、運⽤上または技術上必
要であると判断した場合、契約者が本サービスにおいて⼊⼒
するデータ等について、監視、分析、調査等必要な⾏為を
⾏うことができます。 

２．当社は、⼊⼒情報をもとに、個⼈を識別できないように加⼯
した匿名化データおよび統計データを作成し、他の契約者か
ら受領した匿名化データおよび統計データと併せて分析・解
析することがあります。また、当社は、個⼈を識別できない匿
名化データおよび統計データを適切な⽬的・⽅法において利
⽤し、または第三者に提供することがあります。 

３.当社は、クッキーを利⽤して、特定の情報を収集することがあり
ます。クッキーとは、ウェブサーバと契約者のブラウザの間で送
受信される情報のことで、当社は、クッキーを本サービスの機
能の⼀部に⽤いています。契約者のブラウザがクッキーを許可
していない場合、またクッキーを受け付けていない場合、本サ
ービスの機能の全部または⼀部が利⽤できないことがあります 

 

第５章損害賠償等 

第 20 条（免責） 

本サービスまたは利⽤契約等に関して当社が負う責任は、
故意⼜は重過失の場合を除き、当該契約期間において既
に⽀払われた利⽤料範囲に限られるものとし、当社は以下
の事由により契約者に発⽣した損害については、債務不履

⾏責任、不法⾏為責任、その他の法律上の請求原因の如
何を問わず、賠償の責任を負わないものとします。 

(1)天災地変、騒乱、暴動等の不可抗⼒ 
(2)本サービス⽤設備までのインターネット接続の不具合等

契約者の利⽤環境の障害 
   (3)本サービス⽤設備からの応答時間等インターネット接続 

の性能やサーバ性能に起因する損害 
(4)通常講ずるべきウィルス対策では防⽌できない種類のコ

ンピュータウィルスの本サービス⽤設備等への侵⼊ 
(5)善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サ

ービス⽤設備等への第三者による不正アクセスまたはア
タック、通信経路上での傍受、アクセス過多 

(6)当社が定める⼿順・セキュリティ等を契約者が遵守しな
いことに起因して発⽣した損害 

(7)本サービス⽤設備のうち当社の製造に係らないソフトウェ
ア（OS、ミドルウェア、DBMS）およびデータベースに起
因して発⽣した損害 

(8)本サービス⽤設備のうち、当社の製造に係らないハード
ウェアに起因して発⽣した損害 

(9)電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合
に起因して発⽣した損害 

(10)刑事訴訟法第 218 条（令状による差押え・捜索・検
証）、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に基づ
く強制処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強
制的な処分 

(11)当社の責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途
中での紛失等の事故 

(12)再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監
督につき当社に過失などの帰責事由がない場合 

(13)その他当社の責に帰すべからざる事由 

２．当社は、契約者が本サービスを利⽤することにより、第三者と
の間で⽣じた紛争等について⼀切の責任を負わないものとし
ます。 

 

第 21 条（知的財産権） 

本サービス（⼊⼒情報も含む）にかかる知的財産権等が
発⽣する場合、当該権利は、すべて当社に帰属するものと
します。契約者は、当社ならびに当社により正当に権利を取
得した第三者に対し、著作者⼈格権を⾏使しないものとし
ます。また、本規約に定める本サービスの利⽤許諾は、本規
約に明⽰的に規定される場合を除き、本サービスに関する
当社の知的財産権等に関し、いかなる権利も許諾するもの



ではありません。契約者は、本サービスが予定している利⽤
態様を超えて、本サービスを利⽤することはできません。 

 

第 22 条（⼀時的な中断および提供停⽌） 

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者
への事前の通知または承諾を要することなく、本サービスの
提供を中断することができるものとします。 

(1)運⽤上または技術上の理由でやむを得ない場合 
(2)不正アクセス等で本サービスを安全に提供できなくなる
恐れがあると判断した場合 

(3)天災地変、停電、偶発的事故等その他の不可抗⼒に
より本サービスを提供できない場合 

２．当社は、定期メンテナンスにより本サービスの提供を⼀時的に
中断できるものとします。 

３．当社は、契約者が第 11 条（当社からの利⽤契約の解
約）第 1 項各号のいずれかに該当する場合または契約
者が利⽤料⾦の未払いその他利⽤契約等に違反した場
合には、契約者への事前の通知もしくは催告を要すること
なく本サービスの全部または⼀部の提供を停⽌することが
できるものとします。 

４．当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを
提供できなかったことに関して、契約者またはその他の第三
者が損害を被った場合であっても、⼀切責任を負わないもの
とします。 

 

第 23 条（第三者への委託） 

当社は、本サービスを遂⾏するため必要に応じて第三者に
委託することができるものとします。 

 

第 24 条（分離可能性） 

本規約の規定の⼀部が法令または裁判所により違法、無
効または不能とされた場合においても、当該規定のその他の
部分および本規約のその他の規定は有効に存続します。 

２．本利⽤規約の何れかの条項またはその⼀部が、法令等によ
り無効または執⾏不能と判断された場合であっても、本利⽤
規約の残りの規定、およびその⼀部が無効または執⾏不能
と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効⼒を
有し、当社および契約者は、当該無効若しくは執⾏不能の

条項または部分を適法とし、執⾏⼒をもたせるために必要な
範囲で修正し、当該無効若しくは執⾏不能な条項または部
分の趣旨並びに法律的および経済的に同等の効果を確保
できるように努めるものとします。 

 

第 25 条（管轄） 

本サービスに関連して契約者と当社の間で紛争が⽣じた場
合、訴額に応じて⼤阪地⽅裁判所または⼤阪簡易裁判所を
第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第 26 条（準拠法） 

利⽤契約の成⽴、効⼒、履⾏および解釈に関する準拠法
は、⽇本法とします。 

 

第 27 条（協議等） 

利⽤契約に規定のない事項および規定された項⽬について
疑義が⽣じた場合、両者誠意を持って協議の上解決すること
とします。 
 

第 28 条（反社会的勢⼒の排除） 

契約者は、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時か
ら５年を経過しない者、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企
業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴
⼒集団等、その他これらに準ずる者（以下これらを「暴⼒
団員等」と⾔います。）に該当しないこと、および次の各号
のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても
該当しないことを確約するものとします。 

(1)暴⼒団員等が経営を⽀配していると認められる関係を
有すること 

(2)暴⼒団員等が経営に実質的に関与していると認められ
る関係を有すること 

(3)⾃⼰もしくは第三者の不正の利益を図る⽬的または第
三者に損害を加える⽬的をもってするなど、不当に暴⼒
団員等を利⽤していると認められる関係を有すること 

(4)暴⼒団員等に対して資⾦等を提供し、または便宜を供
与するなどの関与をしていると認められる関係を有するこ
と 

(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴⼒団員
等と社会的に⾮難されるべき関係を有すること 



２．契約者は、⾃らまたは第三者を利⽤して次の各号に該当す
る⾏為を⾏わないことを確約するものとします。 

(1)暴⼒的な要求⾏為 
(2)法的な責任を超えた不当な要求⾏為 
(3)⾵説を流布し、偽計または威⼒を⽤いて相⼿⽅の信⽤ 

を毀損または業務を妨害する⾏為 
(4)その他前各号に準ずる⾏為 
 

３．当社は、契約者が前⼆項の確約に反する事実が判明し
たときは、当該契約者に対し何らの催告もせずして、本契
約を解除することができるものとします。 

４．前項の規定により、本契約を解除した場合には、当社は
これによる契約者の損害を賠償する責を負わないものとしま
す。 

５．第３項の規定により、本契約を解除した場合であっても、
当社から契約者に対する損害賠償請求を妨げないものと
します。 

 
 
2023年 12⽉ 1⽇制定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2024年 9⽉ 1⽇改定 
 
 


